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(57)【要約】
【課題】巻上げ機を効率よく設置する。
【解決手段】実施形態によれば、エレベータ巻上げ機設
置装置の巻上げ機設置架台１０は、かごレールの上部に
取り付けられた板状で、張り出した端部が水平に開口し
上下に貫通する固定側長穴２１ｃ、２２ｃが形成されて
、上面に巻上げ機を設置可能である。可動架台３０は、
水平に開口し上下に貫通する可動側長穴が形成された板
状で、上面に載せられた巻上げ機を固定用ボルトによっ
て固定される。固定側長穴２１ｃ、２２ｃおよび可動側
長穴３１ａ、３１ｂの開口部同士が対向する状態で連結
されて１つの貫通長穴が形成される。巻上げ機が貫通長
穴に沿って可動側長穴３１ａ、３１ｂの側から固定側長
穴２１ｃ、２２ｃの側に水平に移動して巻上げ機設置架
台１０に固定される。
【選択図】　図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　昇降路内の上方の所定位置に配置された巻上げ機と、
　前記巻上げ機の下方の前記昇降路内を上下移動可能に構成された乗りかごと、
　前記巻上げ機下方の前記昇降路内を上下移動可能で、前記乗りかごが上方へ移動すると
きに下方に移動して前記乗りかごが下方に移動するときに上方に移動するように構成され
た釣合い錘と、
　前記昇降路内で上下に延びて互いに水平方向間隙を保ちながら平行に配置された少なく
とも２本の単レールからなり、前記乗りかごおよび前記釣合い錘のうち一方が、前記各単
レールに沿って上下移動可能に構成されたレール対と、
　を有するエレベータで、前記巻上げ機を前記所定位置に取り付けるためのエレベータ巻
上げ機設置装置において、
　前記レール対の上部に直接的または間接的に取り付けられた水平な板状で、水平に張り
出した一方の端部が水平に開口し上下に貫通する固定側長穴が形成されて、上面に前記巻
上げ機を設置可能な巻上げ機設置架台と、
　一方の端部が水平に開口し上下に貫通する可動側長穴が形成された水平な板状で、上面
に前記巻上げ機を固定可能で、上面に載せられた前記巻上げ機が前記可動側長穴を貫通す
るように配置された締結部材によって前記上面に固定可能で、前記巻上げ機が固定された
状態で前記昇降路内を上下移動可能に構成された可動架台と、
　を有し、
　前記可動架台が昇降路上方にあるときに、前記固定側長穴および前記可動側長穴それぞ
れの開口部同士が対向する状態で連結されて１つの貫通長穴が形成されて、
　前記巻上げ機が前記貫通長穴に沿って前記可動側長穴の側から固定側長穴の側に水平に
移動して前記巻上げ機設置架台に固定されるように構成されていること、
　を特徴とするエレベータ巻上げ機設置装置。
【請求項２】
　前記可動側長穴および前記固定側長穴それぞれは直線的に延びる長穴で、前記貫通長穴
は長手方向が直線的に延びるように形成されていること、を特徴とする請求項１に記載の
エレベータ巻上げ機設置装置。
【請求項３】
　前記可動側長穴の一部に湾曲部が形成されていることを特徴とする請求項１に記載のエ
レベータ巻上げ機設置装置。
【請求項４】
　前記湾曲部は、前記可動架台の上面を含む平面内の所定位置を中心とする部分円弧状で
あること、を特徴とする請求項３に記載のエレベータ巻上げ機設置装置。
【請求項５】
　前記可動側長穴の側面には、所定のピッチのラックが形成されて、
　前記締結部材は、鉛直に延びる軸状で、側面に前記ラックに係合するピニオンが取り付
けられて、
　前記締結部材を鉛直軸周りに回転させることで、前記ラックおよびピニオンの係合によ
って、巻上げ機が前記可動側長穴の長手方向に平行移動可能に構成されていること、
　を特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載のエレベータ巻上げ機設置
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、エレベータの巻上げ機を設置するためのエレベータ巻上げ機設置
装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　機械室を有さないエレベータは、通常、昇降路内の上方に巻上げ機が設置される。昇降
路内には、乗りかごおよび釣合い錘が上下移動するためのレールが複数取り付けられてい
る。巻上げ機は、これらのレールの上方に固定されるマシンベッド上に設置される。
【０００３】
　上記複数のレールには、乗りかごを上下移動させるための一対のかごレール、および釣
合い錘を上下移動させるための一対のカウンタウェイトレール等が含まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－３４０７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　巻上げ機は、通常、マシンベッド上の設置位置に高さ位置が同じ平面内で且つ当該設置
位置とは異なる位置で、揚重機等で下方から上方に揚重される。この後に、巻上げ機は、
マシンベッド上の所定位置まで水平に移動させる必要がある。
【０００６】
　当該水平移動は、作業者により行われることが多い。当該水平移動の作業は、昇降路上
方で行われるため、危険を伴うことが多い。このため、当該巻上げ機を所定の位置に設置
するための水平移動の作業は、慎重に行う必要があり、巻上げ機を設置する作業の効率を
下げる要因になる。
【０００７】
　本発明に係る実施形態は、上記課題を解決するためのものであり、その目的は、エレベ
ータに係る巻上げ機の設置作業を安全且つ効率よくできるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するための実施形態に係るエレベータ巻上げ機設置装置は、昇降路内の
上方の所定位置に配置された巻上げ機と、前記巻上げ機の下方の前記昇降路内を上下移動
可能に構成された乗りかごと、前記巻上げ機下方の前記昇降路内を上下移動可能で、前記
乗りかごが上方へ移動するときに下方に移動して前記乗りかごが下方に移動するときに上
方に移動するように構成された釣合い錘と、前記昇降路内で上下に延びて互いに水平方向
間隙を保ちながら平行に配置された少なくとも２本の単レールからなり、前記乗りかごお
よび前記釣合い錘のうち一方が、前記各単レールに沿って上下移動可能に構成されたレー
ル対と、を有するエレベータで、前記巻上げ機を前記所定位置に取り付けるためのエレベ
ータ巻上げ機設置装置において、前記レール対の上部に直接的または間接的に取り付けら
れた水平な板状で、水平に張り出した一方の端部が水平に開口し上下に貫通する固定側長
穴が形成されて、上面に前記巻上げ機を設置可能な巻上げ機設置架台と、一方の端部が水
平に開口し上下に貫通する可動側長穴が形成された水平な板状で、上面に前記巻上げ機を
固定可能で、上面に載せられた前記巻上げ機が前記可動側長穴を貫通するように配置され
た締結部材によって前記上面に固定可能で、前記巻上げ機が固定された状態で前記昇降路
内を上下移動可能に構成された可動架台と、を有し、前記可動架台が昇降路上方にあると
きに、前記固定側長穴および前記可動側長穴それぞれの開口部同士が対向する状態で連結
されて１つの貫通長穴が形成されて、前記巻上げ機が前記貫通長穴に沿って前記可動側長
穴の側から固定側長穴の側に水平に移動して前記巻上げ機設置架台に固定されるように構
成されていること、を特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る第１の実施形態のエレベータ巻上げ機設置装置が設置されるエレベ
ータの概略正面図である。
【図２】図１の部分上面図で、巻上げ機、かごレールおよびカウンタウェイトレールを示
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している。
【図３】図１のエレベータ巻上げ機設置装置の可動架台を示す上面図である。
【図４】図３の可動架台のIV－IV矢視の概略正面図である。
【図５】図４の支持部材および巻上げ機設置架台の概略上面図である。
【図６】図３の可動架台に取り付けられた巻上げ機が可動架台と共に揚重機で揚重されて
いる状態を示す概略正面図である。
【図７】図６の巻上げ機設置架台に、可動架台が連結された状態を示す概略正面図である
。
【図８】図７のVIII－VIII矢視の概略正面図である。
【図９】図８の巻上げ機を、可動架台から巻上げ機設置架台に平行移動させる状態を示す
部分正面図である。
【図１０】図９の巻上げ機が巻上げ機設置架台上に移動した後に、第１および第２固定側
長穴の開口部に外れ止めを取り付けた状態を示す上面図である。
【図１１】本発明に係る第２の実施形態のエレベータ巻上げ機設置装置の可動架台を示す
上面図である。
【図１２】図１１の可動架台が巻上げ機設置架台に取り付けられた状態を示す上面図であ
る。
【図１３】図１２の軸部材および第１脚部等を示す概略正面図である。
【図１４】本発明に係る第３の実施形態のエレベータ巻上げ機設置装置の可動架台の概略
上面図である。
【図１５】図１４の可動架台によって巻上げ機設置架台上に設置される巻上げ機を示す上
面図である。
【図１６】図１４の可動架台が巻上げ機設置架台に取り付けられた状態を示す上面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、実施形態について、図面を参照して説明する。
【００１１】
［第１の実施形態］
　第１の実施形態のエレベータ巻上げ機設置装置について、図１～図１０を用いて説明す
る。図１は、本実施形態のエレベータ巻上げ機設置装置が設置されるエレベータの概略正
面図である。図１では、かごレール７およびカウンタウェイトレール８の図示は省略して
いる。図２は、図１の部分上面図で、巻上げ機１、かごレール７およびカウンタウェイト
レール８を示している。図２では、巻上げ機設置架台１０および可動架台３０を仮想的に
２点鎖線で示している。また、巻上げ機１が所定位置に設置される前の状態を２点鎖線で
仮想的に示している。
【００１２】
　図３は、図１のエレベータ巻上げ機設置装置の可動架台３０を示す上面図である。なお
、図３では、巻上げ機１の第１～第４脚部１ａ～１ｄの位置を２点鎖線により仮想的に示
し、巻上げ機１本体の図示は省略している。図４は、図３の可動架台３０のIV－IV矢視の
概略正面図で、巻上げ機設置架台１０および支持部材１１を２点鎖線により仮想的に示し
ている。図５は、図４の支持部材１１および巻上げ機設置架台１０の概略上面図である。
【００１３】
　図６は、図３の可動架台３０に取り付けられた巻上げ機１が可動架台３０と共に揚重機
８０で揚重されている状態を示す概略正面図である。図７は、図６の巻上げ機設置架台１
０に、可動架台３０が連結された状態を示す概略正面図である。なお、図７では、巻上げ
機１の図示は省略している。図８は、図７のVIII－VIII矢視の概略正面図である。
【００１４】
　図９は、図８の巻上げ機１を、可動架台３０から巻上げ機設置架台１０に平行移動させ
る状態を示す部分正面図である。図１０は、図９の巻上げ機１が巻上げ機設置架台１０上
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に移動した後に、第１および第２固定側長穴２１ｃ、２２ｃの開口部に外れ止め１７を取
り付けた状態を示す上面図である。なお、図１０では、巻上げ機１の輪郭線と、第１およ
び第３脚部１ａ、１ｃを仮想的に示している。
【００１５】
　先ず、本実施形態のエレベータ巻上げ機設置装置および当該装置が設置されるエレベー
タの構成について説明する。
【００１６】
　本実施形態のエレベータ巻上げ機設置装置が設置されるエレベータは、昇降路６内を上
下移動可能に構成された乗りかご３および釣合い錘４（図１）と、これらが上下方向に走
行するためのかごレール７およびカウンタウェイトレール８（図２）を有する。
【００１７】
　また当該エレベータは、巻上げ機１と、この巻上げ機１を設置するためのエレベータ巻
上げ機設置装置と、を有する。
【００１８】
　巻上げ機１は、エレベータ巻上げ機設置装置により昇降路６上方の所定位置に設置され
る。この巻上げ機１は、駆動力を発生させる駆動用モータ（図示せず）を備え、かごレー
ル７の上部に配置されている。この巻上げ機１には、メインシーブ１ｆが取り付けられて
いる。このメインシーブ１ｆは、駆動用モータの回転力が伝達される。このメインシーブ
１ｆの回転軸は、水平に配置される。メインシーブ１ｆには、メインロープ２が懸架され
て、当該メインロープ２によって、乗りかご３および釣合い錘４が吊られている（図１）
。
【００１９】
　巻上げ機１の下部には、４個の脚部、すなわち、第１脚部１ａ、第２脚部１ｂ、第３脚
部１ｃおよび第４脚部１ｄが設けられている（図３）。第１～第４脚部１ａ～１ｄそれぞ
れの下面には、ボルト穴が形成されている。
【００２０】
　乗りかご３は、メインロープ２が懸架されたかごシーブ（図示せず）が取り付けられて
いる。この乗りかご３は、メインロープ２を介してメインシーブ１ｆの回転駆動力が伝達
されて、昇降路６内に鉛直に配置されたかごレール７に沿って走行する。
【００２１】
　釣合い錘４は、昇降路６内を上下移動可能で、乗りかご３が上方へ移動するときに下方
に移動して、乗りかご３が下方に移動するときに上方に移動する。この釣合い錘４は、カ
ウンタウェイトレール８に沿って走行する。
【００２２】
　かごレール７は、２つのレール、すなわち、第１レール７ａおよび第２レール７ｂから
なる。これらの第１レール７ａおよび第２レール７ｂは、昇降路６内で上下に延びて、互
いに水平方向間隙を保ちながら平行に配置される。乗りかご３は、第１および第２レール
７ａ、７ｂの間を上下移動する。
【００２３】
　カウンタウェイトレール８は、昇降路６内で且つかごレール７とは別の位置に配置され
た第３レール８ａおよび第４レール８ｂからなる。釣合い錘４は、これらのレールの間を
上下移動する。
【００２４】
　エレベータ巻上げ機設置装置は、巻上げ機設置架台１０と、この巻上げ機設置架台１０
を支持する支持部材１１と、巻上げ機１を昇降路６の下方から上方に持ち上げるための可
動架台３０と、を有する（図４）。
【００２５】
　以下、エレベータ巻上げ機設置装置の巻上げ機設置架台１０上の設置位置に、巻上げ機
１が固定されているものとして説明する。
【００２６】
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　支持部材１１は、詳細な図示は省略しているが、かごレール７の上部に固定される。こ
の支持部材１１は、鉛直に配置される板材（鉛直板材１２）と、これらの鉛直板材１２を
連結する水平板材１３と、を有する。この例では、２枚の鉛直板材１２が互いに間隔をあ
けて平行に配置され、これらを連結する水平板材１３の上に巻上げ機設置架台１０が固定
される。巻上げ機設置架台１０は、当該鉛直板材１２や水平板材１３等を含む支持部材１
１によって支持される。
【００２７】
　巻上げ機設置架台１０は、２つの水平な板状の設置架台、すなわち、第１設置架台２１
および第２設置架台２２を有する（図５）。第１設置架台２１および第２設置架台２２は
、図７における上下方向に互いに間隔をあけて配列される。第１設置架台２１および第２
設置架台２２の板厚は、ほぼ同じで、これらの板厚は、後述する巻上げ機固定部材３１の
板厚よりも薄い。
【００２８】
　第１設置架台２１は、支持部材１１の水平板材１３に固定される第１固定部２１ａと、
この第１固定部２１ａと一体に形成されて支持部材１１から水平に張り出す第１張出部２
１ｂと、を有する。また、第２設置架台２２は、支持部材１１の水平板材１３に固定され
る第２固定部２２ａと、この第２固定部２２ａと一体に形成されて支持部材１１から水平
に張り出す第２張出部２２ｂと、を有する。
【００２９】
　第１固定部２１ａは、支持部材１１の水平板材１３上にボルト等により固定される。第
１張出部２１ｂには、第１固定側長穴２１ｃと、図５の上方端部に２つの連結用穴２３が
形成される。第１固定側長穴２１ｃは、第１張出部２１ｂの一方の端部が水平方向に開口
し、且つ、上下に貫通する。この第１固定側長穴２１ｃは、水平方向に開口する部位から
直線状に延びている。すなわち、この第１固定側長穴２１ｃは、上方から見るとＵ字形状
である。
【００３０】
　第２固定部２２ａは、第１固定部２１ａと同様に、支持部材１１の水平板材１３上にボ
ルト等により固定される。第２張出部２２ｂには、第２固定側長穴２２ｃと、図５の下方
端部に２つの連結用穴２３が形成される。第２固定側長穴２２ｃは、第２張出部２２ｂの
一方の端部が水平方向に開口し、且つ、上下に貫通する。この第２固定側長穴２２ｃは、
第１固定側長穴２１ｃと同様の形状で、互いに平行に形成される。
【００３１】
　巻上げ機１は、巻上げ機１の第１および第２脚部１ａ、１ｂそれぞれの下面が、第１お
よび第２固定側長穴２１ｃ、２２ｃそれぞれの底部にある位置で、固定される。当該位置
が、巻上げ機１の所定の設置位置になる。第３および第４脚部１ｃ、１ｄは、第１および
第２固定部２１ａ、２２ａ上に配置される。詳細な図示は省略しているが、第３および第
４脚部１ｃ、１ｄも、第１および第２固定部２１ａ、２２ａの上面にボルト等で固定され
る（図３）。
【００３２】
　本実施形態の巻上げ機１は、以上の構成により、巻上げ機設置架台１０上の当該設置位
置に固定される。当該設置位置に固定された巻上げ機１は、乗りかご３および釣合い錘４
等を駆動するための駆動力を供給可能になる。
【００３３】
　一方、エレベータ巻上げ機設置装置の可動架台３０は、巻上げ機１が固定可能な巻上げ
機固定部材３１と、この巻上げ機固定部材３１に取り付けられて巻上げ機設置架台１０に
連結可能な連結部材３５と、巻上げ機固定部材３１の強度を保つ補強部材３８と、を有す
る。
【００３４】
　巻上げ機固定部材３１は、巻上げ機設置架台１０に接触可能な水平な板状である。この
巻上げ機固定部材３１は、２つの可動側長穴、すなわち、第１可動側長穴３１ａおよび第
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２可動側長穴３１ｂが形成されている。上述したように、当該巻上げ機固定部材３１の板
厚は、第１および第２設置架台２１、２２の板厚よりも厚い。
【００３５】
　第１可動側長穴３１ａは、巻上げ機固定部材３１の一方（図３の左方）の端部が水平方
向に開口し、且つ、上下に貫通する。この第１可動側長穴３１ａは、水平方向に開口する
部位から面内を直線状に延びている。すなわち、この第１可動側長穴３１ａは、上方から
見るとＵ字形状である。第２可動側長穴３１ｂは、第１可動側長穴３１ａと同様の形状で
、第１可動側長穴３１ａと互いに平行になるように形成されている。
【００３６】
　これらの第１可動側長穴３１ａおよび第２可動側長穴３１ｂの間隔は、第１固定側長穴
２１ｃおよび第２固定側長穴２２ｃ同士の間隔に同じになるように形成されている。
【００３７】
　連結部材３５は、巻上げ機固定部材３１の下面に溶接等により取り付けられた板状で、
第１および第２可動側長穴３１ａ、３１ｂの開口部がある側（図３の左方）に取り付けら
れている。この連結部材３５には、第３可動側長穴３５ａおよび第４可動側長穴３５ｂが
形成されている。
【００３８】
　第３可動側長穴３５ａは、連結部材３５の一方（図３の右方）の端部が水平方向に開口
し、且つ、上下に貫通する。この第３可動側長穴３５ａは、水平方向に開口する部位から
面内を直線状に延びている。すなわち、この第３可動側長穴３５ａは、上方から見るとＵ
字形状である。この第３可動側長穴３５ａの開口部は、第１可動側長穴３１ａと同じ位置
になるように形成されている。すなわち、第１可動側長穴３１ａおよび第３可動側長穴３
５ａを上から見ると、１つの貫通長穴が形成される。第４可動側長穴３５ｂは、第３可動
側長穴３５ａと同様の形状で、第２可動側長穴３１ｂと共に１つの貫通長穴を形成する。
【００３９】
　補強部材３８は、巻上げ機固定部材３１の下面に溶接等により取り付けられた板状の部
材である。この例では、２個の補強部材３８が、図３の上下方向に互いに間隔をあけて取
り付けられている。これらの補強部材３８は、可動架台３０が巻上げ機設置架台１０に連
結されるときに、支持部材１１の鉛直面が形成された部位に接触可能である。これにより
、可動架台３０および巻上げ機設置架台１０に連結するときに、巻上げ機固定部材３１が
支持される強度が向上する。巻上げ機設置架台１０および可動架台３０の連結作業につい
ては後で説明する。
【００４０】
　巻上げ機固定部材３１の上面には、巻上げ機１が固定可能である。以下に、巻上げ機１
が可動架台３０の上に固定されている状態について説明する。
【００４１】
　巻上げ機１は、巻上げ機固定部材３１の上面にあるときに、巻上げ機１の第１および第
２脚部１ａ、１ｂは第１可動側長穴３１ａの一部を覆うように配置され、第３および第４
脚部１ｃ、１ｄは、第２可動側長穴３１ｂの一部を覆うように配置される（図３）。
【００４２】
　第１および第２脚部１ａ、１ｂの下穴のボルト穴には、第１可動側長穴３１ａを貫通す
るように配置された締結部材、この例では固定用ボルト４０が取り付けられる。同様に、
第３および第４脚部１ｃ、１ｄの下穴のボルト穴には、第２可動側長穴３１ｂを貫通する
固定用ボルト４０が取り付けられる。これにより、第１～第４脚部１ａ～１ｄが、第１お
よび第２可動側長穴３１ａ、３１ｂの一部を塞ぐ状態で、巻上げ機固定部材３１の上面に
固定される。
【００４３】
　巻上げ機１が固定された可動架台３０は、揚重機８０等により、昇降路６内を上下移動
可能に構成される。
【００４４】
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　続いて、本実施形態のエレベータ巻上げ機設置装置を用いて、巻上げ機１を所定位置に
設置する手順について説明する。
【００４５】
　先ず、昇降路６の下方で、水平に置かれた可動架台３０に巻上げ機１を取り付ける。
【００４６】
　当該取付け作業は、先ず、第１脚部１ａおよび第２脚部１ｂの下面が第１可動側長穴３
１ａの一部を塞ぐように、且つ、第３脚部１ｃおよび第４脚部１ｄの下面が第２可動側長
穴３１ｂの一部を塞ぐように、巻上げ機固定部材３１の上面に巻上げ機１を配置する（図
３）。次に、可動架台３０の下方から２個の固定用ボルト４０を第１可動側長穴３１ａに
貫通させて、第１脚部１ａおよび第２脚部１ｂそれぞれの下面のボルト穴に取り付ける。
【００４７】
　同様に、巻上げ機１固定部の下方から２個の固定用ボルト４０を第２可動側長穴３１ｂ
に貫通させて、第３脚部１ｃおよび第４脚部１ｄそれぞれの下面のボルト穴に取り付ける
。これにより、可動架台３０に巻上げ機１を設置する作業が完了する。
【００４８】
　可動架台３０に巻上げ機１が取り付けられた後に、これらを揚重機８０により昇降路６
上方へ移動させる（図６）。昇降路６の上方に持ち上げられた可動架台３０の連結部材３
５の上面が、第１および第２張出部２１ｂ、２２ｂの下面に接する状態になるまで、可動
架台３０を持ち上げる。
【００４９】
　次に、巻上げ機設置架台１０および可動架台３０を連結する。当該連結作業は、先ず、
連結部材３５の連結用穴２３が、第１および第２張出部２１ｂ、２２ｂの連結用穴２３と
上下方向位置が重なるように配置する。この後に、連結部材３５と、第１および第２張出
部２１ｂ、２２ｂそれぞれとの、連結用穴２３に連結ボルト２３ａを挿入してナットで固
定する（図７）。その結果、巻上げ機固定部材３１の上面が、巻上げ機設置架台１０の上
面よりも高くなる状態で、可動架台３０および巻上げ機設置架台１０が互いに連結される
。
【００５０】
　なお、このとき、支持部材１１の鉛直面に補強板材が接した状態が保たれて、可動架台
３０および巻上げ機設置架台１０の連結強度を補強している。
【００５１】
　巻上げ機設置架台１０および可動架台３０が連結されているとき、これらの上方から見
たときに、第１固定側長穴２１ｃの開口部と第１可動側長板の開口部とが対向して連結さ
れて、１つの貫通長穴を形成する。同様に、第２固定側長穴２２ｃの開口部と第２可動側
長板の開口部とが対向して連結されて、１つの貫通長穴を形成する。すなわち、巻上げ機
設置架台１０および可動架台３０が連結されると、２つの貫通長穴が形成される（図７）
。
【００５２】
　この後に、第２および第４脚部１ｂ、１ｄを固定している固定用ボルト４０を取り外す
。また、第１および第３脚部１ａ、１ｃを固定している固定用ボルト４０の締結を少し緩
めた状態にする。
【００５３】
　これにより、第１脚部１ａに取り付けられている固定用ボルト４０が、第１可動側長穴
３１ａおよび第１固定側長穴２１ｃを含む貫通長穴の長手方向に沿って移動可能になる。
また、第３脚部１ｃに取り付けられている固定用ボルト４０が、第２可動側長穴３１ｂお
よび第２固定側長穴２２ｃを含む貫通長穴の長手方向に沿って移動可能になる。
【００５４】
　すなわち、巻上げ機１は、２つの貫通長穴の長手方向に沿って、平行移動可能な状態に
なる。第１および第３脚部１ａ、１ｃに取り付けられた固定用ボルト４０が緩められた状
態で、揚重機８０により、図９における矢印Ｘ１の方向に巻上げ機１を引っ張る。その結
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果、巻上げ機１は、可動架台３０から巻上げ機設置架台１０の方向（図９の矢印Ｘ２）に
水平に移動する。このとき、第１および第３脚部１ａ、１ｃが第１および第２固定側長穴
２１ｃ、２２ｃの底部にそれぞれ到達するまで、巻上げ機１を平行移動させる（図９）。
【００５５】
　第１および第３脚部１ａ、１ｃが当該底部にある状態、すなわち、巻上げ機１の所定の
設置位置にある状態で、第１および第３脚部１ａ、１ｃに取り付けられた固定用ボルト４
０を締め付ける。この後に、第１および第２固定側長穴２１ｃ、２２ｃそれぞれの開口部
付近に、外れ止め１７を取り付ける（図１０）。このとき、巻上げ機１を、所定の設置位
置に固定する作業が完了する。
【００５６】
　その後、可動架台３０を巻上げ機設置架台１０から取り外す。当該可動架台３０は、揚
重機８０により昇降路６の下方まで移動する。
【００５７】
　以上の手順により、巻上げ機１を所定の設置位置に設置する作業が完了する。
【００５８】
　以上の説明からわかるように、本実施形態によれば、巻上げ機設置架台１０および可動
架台３０の上にある巻上げ機１は、移動方向が２個の貫通長穴に沿って移動することがで
きる。すなわち、巻上げ機１の移動方向を貫通長穴の長手方向に制限することができる。
このため、昇降路６の上方で巻上げ機１を移動させる作業が容易になる。また、巻上げ機
１が落下する危険も低減するため、当該作業の安全性が向上する。
【００５９】
　したがって、エレベータに係る巻上げ機１の設置作業を安全且つ効率よく行うことが可
能になる。
【００６０】
［第２の実施形態］
　第２の実施形態のエレベータ巻上げ機設置装置について、図１１～図１３を用いて説明
する。図１１は、本実施形態のエレベータ巻上げ機設置装置の可動架台３０を示す上面図
である。図１２は、図１１の可動架台３０が巻上げ機設置架台１０に取り付けられた状態
を示す上面図である。図１３は、図１２の軸部材５２および第１脚部１ａ等を示す概略正
面図である。
【００６１】
　なお、本実施形態は、第１の実施形態（図１～図１０）の変形例であって、第１の実施
形態と同一部分または類似部分には、同一符号を付して、重複説明を省略する。
【００６２】
　本実施形態の巻上げ機設置架台１０は、第１の実施形態と同様に構成されている。
【００６３】
　本実施形態の可動架台３０は、第１および第３可動側長穴３１ａ、３５ａの一方の側面
（図１１における下方の側面）には、所定のピッチのラック５１が形成されている。この
ラック５１は、第１可動側長穴３１ａから第３可動側長穴３５ａに連続的に形成されてい
る。
【００６４】
　また、可動架台３０は、第１および第３可動側貫通穴３１ａ、３５ａを貫通するように
配置される鉛直の軸部材５２を有する。この軸部材５２は、ラック５１と係合可能なピニ
オン５３を有する。この軸部材５２の上端は、第１脚部１ａの下面に軸受５５により回転
可能に支持される（図１３）。また、この軸部材５２は、ピニオン５３がラック５１に係
合するように、図１２の下方に押されている。
【００６５】
　一方、第２および第４可動側長穴３１ｂ、３５ｂの一方の側面（図１１における下方に
側面）にも、第１および第３可動側長穴３１ａ、３５ｂと同様に、ラック５１が形成され
ている。
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【００６６】
　また、第３脚部１ｃの下面には、第１脚部１ａと同様に、軸部材５２が回転可能に取り
付けられている。当該軸部材５２にも、第２および第４可動側長穴３１ｂ、３５ｂに形成
されたラック５１に係合可能なピニオン５３が設けられている。
【００６７】
　巻上げ機設置架台１０および可動架台３０が連結された状態で、第１および第３脚部１
ａ、１ｃに回転可能に取り付けられた軸部材５２の頭部５２ａを、工具等により図１２に
おける矢印Ｙ１の方向に回転させる。これにより、長穴に形成されたラック５１と、軸部
材５２のピニオン５３が互いに係合しながら、巻上げ機１は、図１２における矢印Ｙ２の
方向に平行移動する。
【００６８】
　これにより、揚重機８０等を用いずに巻上げ機１を平行移動することが可能になり、第
１の実施形態に比べて、巻上げ機１の設置作業が容易になる。
【００６９】
［第３の実施形態］
　第３の実施形態のエレベータ巻上げ機設置装置について、図１４～図１６を用いて説明
する。図１４は、本実施形態のエレベータ巻上げ機設置装置の可動架台３０の概略上面図
である。図１５は、図１４の可動架台３０によって巻上げ機設置架台１０上に設置される
巻上げ機１を示す上面図である。なお、図１４では、可動架台３０上にあって回転する前
の巻上げ機１を、２点鎖線により仮想的に示している。図１６は、図１４の可動架台３０
が巻上げ機設置架台１０に取り付けられた状態を示す上面図である。なお、図１６では、
巻上げ機１の図示は省略している。
【００７０】
　本実施形態は、第１の実施形態（図１～図１０）の変形例であって、第１の実施形態と
同一部分または類似部分には、同一符号を付して、重複説明を省略する。
【００７１】
　巻上げ機１を揚重するときの巻上げ機１の回転軸方向と、巻上げ機設置架台１０に巻上
げ機１を設置するときの当該回転軸方向とが、異なることがある。この場合、巻上げ機１
を昇降路６の上方に持ち上げた後に、巻上げ機１の回転軸方向を変えるように移動させる
必要がある。
【００７２】
　本実施形態のエレベータ巻上げ機設置装置は、可動架台３０に固定された巻上げ機１の
回転軸方向と、巻上げ機設置架台１０に固定された巻上げ機１の回転軸方向とが、互いに
垂直である。この可動架台３０は、巻上げ機設置架台１０に設置された後に、巻上げ機１
の回転軸方向を変更可能である。
【００７３】
　可動架台３０の巻上げ機固定部材３１に形成された第１可動側長穴３１ａは、第２可動
側長穴３１ｂの底部を中心とする４分の１円弧状である。
【００７４】
　この巻上げ機固定部材３１は、２つの連結部材３５、すなわち、第１連結部材６１およ
び第２連結部材６２を有する。第１連結部材６１は、第１の実施形態で説明した連結部材
３５と同様の形状で、巻上げ機設置架台１０の第１および第２張出部２１ｂ、２２ｂに連
結可能である。第２連結部材６２は、後述する仮固定部材７０に連結可能で、複数の連結
用穴２３が形成される。
【００７５】
　仮固定部材７０は、昇降路６の上方に配置されて、可動架台３０が所定の高さまで持ち
上げられたときに、可動架台３０の第２連結部材６２と連結可能である。第２連結部材６
２および仮固定部材７０は、連結用穴２３に連結ボルト２３ａを挿入し、ナット等で固定
する。第２連結部材６２が仮固定部材７０に連結された状態で、第１連結部材６１は、第
１および第２張出部２１ｂ、２２ｂに連結することができる。
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【００７６】
　ここで、巻上げ機固定部材３１に巻上げ機１を取り付ける状態を説明する。
【００７７】
　巻上げ機１の第１脚部１ａが、第１可動側長穴３１ａの底部（図１３の上方の端部）を
覆うように配置して、第３脚部１ｃは、第２可動側長穴３１ｂの底部を覆うように配置す
る。第１および第３脚部１ａ、１ｃは、固定用ボルト４０で固定される。
【００７８】
　第２および第４脚部１ｂ、１ｄは、巻上げ機固定部材３１の上面に配置される。本実施
形態では、第２および第４脚部１ｂ、１ｄは固定していないが、別途固定部材を設けても
よい。
【００７９】
　第１および第３脚部１ａ、１ｃが固定された状態で、可動架台３０は揚重機８０により
昇降路６の上方に持ち上げられる。
【００８０】
　この後に、第２連結部材６２および仮固定部材７０を連結する。また、第１連結部材６
１を、第１および第２張出部２１ｂ、２２ｂに連結する。
【００８１】
　第１および第３脚部１ａ、１ｃに取り付けられた固定用ボルト４０を緩め、第３脚部１
ｃに取り付けられた固定用ボルト４０を中心に、第１脚部１ａを水平に回転させる。この
とき、第１脚部１ａに取りつけられた固定用ボルト４０は、第１可動側長穴３１ａに沿っ
て図１４の矢印Ｚの方向に移動する。その結果、巻上げ機１の回転軸方向は、図１４にお
ける左右方向から上下方向に変更される。
【００８２】
　巻上げ機１が回転移動した後に、巻上げ機１を図１４における左方に移動させる。
【００８３】
　この後に、第１の実施形態と同様に、第１～第４脚部１ａ～１ｄを固定して、可動架台
３０の連結を解除する。
【００８４】
　以上の説明からわかるように、巻上げ機１の回転軸方向を変更させる場合でも、第１の
実施形態と同様の効果を得ることが可能になる。
【００８５】
［その他の実施形態］
　上記実施形態の説明は、本発明を説明するための例示であって、特許請求の範囲に記載
の発明を限定するものではない。また、本発明の各部構成は上記実施形態に限らず、特許
請求の範囲に記載の技術的範囲内で種々の変形が可能である。
【００８６】
　例えば、第１可動側長穴３１ａ等は、直線状または円弧状に形成されているが、これに
限らない。巻上げ機１を移動させた方向に沿って形成させればよい。
【００８７】
　巻上げ機設置架台１０等は、かごレール７の上部に取り付けられているが、これに限ら
ない。カウンタウェイトレール８の上部に配置してもよい。
【符号の説明】
【００８８】
１…巻上げ機、１ａ…第１脚部、１ｂ…第２脚部、１ｃ…第３脚部、１ｄ…第４脚部、１
ｆ…メインシーブ、２…メインロープ、３…乗りかご、４…釣合い錘、６…昇降路、７…
かごレール、７ａ…第１レール、７ｂ…第２レール、８…カウンタウェイトレール、８ａ
…第３レール、８ｂ…第４レール、１０…巻上げ機設置架台、１１…支持部材、１２…鉛
直板材、１３…水平板材、１７…外れ止め、２１…第１設置架台、２１ａ…第１固定部、
２１ｂ…第１張出部、２１ｃ…第１固定側長穴、２２…第２設置架台、２２ａ…第２固定
部、２２ｂ…第２張出部、２２ｃ…第２固定側長穴、２３…連結用穴、２３ａ…連結ボル
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ト、３０…可動架台、３１…巻上げ機固定部材、３１ａ…第１可動側長穴、３１ｂ…第２
可動側長穴、３５…連結部材、３５ａ…第３可動側長穴、３５ｂ…第４可動側長穴、３８
…補強部材、４０…固定用ボルト、５１…ラック、５２…軸部材、５２ａ…頭部、５３…
ピニオン、５５…軸受、６１…第１連結部材、６２…第２連結部材、７０…仮固定部材、
８０…揚重機
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